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令和 8年度 5月募集版 

南魚沼市看護師修学資金貸与募集要項 

 

１ 目的                                                    

南魚沼市では、「若者が帰ってこられる、住み続けられるふるさと 南魚沼」をテー

マに掲げ、市民が住みやすいと感じるまちづくりを進めています。 

この修学資金は、将来、市内の医療機関等で看護師として働くことを目指し、市内の

養成機関で学ぶ皆様を支援することにより、若者の定住を促進するとともに、医療従事

者の確保によって地域医療の充実を図ることを目的としています。 

 

２ 貸与予定人数                                              

令和８年度において在学中の者 ⇒ １０名程度 

（当該年度の予算の範囲内で貸与を行います。） 

新入生だけでなく在学生も申し込みが可能です 

 

３ 修学資金の貸与額                                           

月額５万円とし、無利息で貸与します。 

 

４ 貸与期間                                                 

令和８年４月から養成機関を卒業するまでの最短修学期間(４８か月) 

 ただし最短修学期間（４８か月）から在学期間を減じた期間を超えない期間 
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５ 返還猶予、返還免除及び利息                                     

(1) 猶予及び免除 

養成機関在学中の場合、また卒業後ただちに南魚沼市内の医療機関等(※)に看護師

（正規職員に限る）として勤務を開始した場合は、修学資金の返還を猶予します。ま          

た、その従事期間が６０か月に達したときは、返還を全額免除します。 

 ※勤務対象の医療機関等は、本募集要領「１２ 勤務対象となる南魚沼市内の医療機関等」に記載 

(2) 返還 

(1)の返還免除要件を満たすことができなかった場合や、養成機関在学中に退学な

どにより貸与を辞退した場合は、貸与した修学資金を一括返還していただきます。     

修学資金は無利子ですが、返還すべき日までに返還 

できなかった場合は、延滞利息が生じる場合があります。 

 

６ 申請資格                                                 

次の(1)(2)のいずれかの要件に該当し、(3)(4)をすべて満たす人 

(1) 養成機関に在学中であること 

(2) 南魚沼市看護師修学資金の貸与にかかる選考試験の日までに、 

養成機関のいずれかの入学試験に合格し、入学手続完了見込みであること 

(3) 養成機関を卒業後、ただちに南魚沼市内で看護師業務に従事する意思があること 

※勤務対象の医療機関等は、本募集要領「１２ 勤務対象となる南魚沼市内の医療機関等」に記載 

(4) 他市区町村の修学資金やその他これに類似する資金の貸与を受けていないこと、

または受ける見込みがないこと（但し、新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例及

び南魚沼市立病院等に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例に基づく修学資金

の併用は可） 

お住いの場所が南魚沼市内でなくても、申し込みが可能です 
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７ 申請期間・申請方法                                           

 令和８年４月６日(月)～令和８年５月１５日(金)午後５時１５分まで 

 次の書類を添えて１３ 申請先に持参または郵送（申請期間内必着）してください。 

※申請時に必要な書類 

(1) 看護師修学資金貸与申請書（様式第１号） 

(2) 養成機関指定入学試験の合格証の写しまたは養成機関が発行した在学証明書 

(3) 申請者と連帯保証人予定者（２名分）の住民票 ⇒ 全部で３名分 

（世帯主氏名と続柄は表示が必要） 

(4) 申請者と連帯保証人予定者（２名分）の 

令和７年度分納税証明書（全税目を表示） ⇒ 全部で３名分 

※令和７年１月１日現在、住所があった市区町村窓口から発行してもらう 

必要があります。 

・南魚沼市の場合「利子補給・補助金等交付」の指定様式で発行を依頼 

してください。 

・他市区町村の場合「市区町村税の滞納がないことの証明書」に替えることも 

可能です。 

・税金の滞納（延滞金含む）がある場合、修学資金の貸与はできません。 

(5) 作文 ７００字以上８００字以内〔 所定の原稿用紙を使用してください。〕 

課題：南魚沼市の特徴や地域が抱える諸問題を踏まえ「南魚沼市の医療 

機関等の医療従事者として貢献できること」を具体的に記述して 

ください。 

 

８ 選考方法                                                 

 選考試験を行います。 

面接、作文の内容、その他提出された書類を総合して選考します。 
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９ 選考試験実施日・実施会場                                      

 日時：令和８年５月２３日（土）午後１時３０分～（予定） 

 会場：南魚沼市役所 本庁舎 南分館 

 ※選考試験の詳細については申請受付終了後、受験票とともに郵送でご案内します。 

 

１０ 修学資金貸与の決定及び通知                                   

 選考結果は、令和８年６月中旬までに本人に郵便にて通知します。 

 

１１ その他                                                  

(1) この修学資金の貸与が決定された場合は、南魚沼市奨学金貸与基金条例に基づき

貸与する「南魚沼市奨学金」に申し込むことはできません。 

(2) 選考試験を欠席した場合は、辞退したものとして取り扱います。 

(3) この修学資金の貸与が、南魚沼市内の医療機関等への採用を約束するものではあ

りません。 

(4) 貸与の決定後、誓約書、振込口座届をお送りします。 

誓約書には連帯保証人の署名、押印(実印)と印鑑登録証明書の提出（いずれも２名

分）が必要となります。 

連帯保証人とは、修学資金の返還免除要件を満たすことができなかった場合、本人と連

帯して修学資金の返還義務を負う人のことです。 

１人目：本人が未成年者：保護者（親権者又は未成年後見人）で返済能力を有する者 

    本人が成年者：父母、兄弟姉妹（未成年を除く）又はこれに代わる者で 

           返済能力を有する者 

           ※ただし本人が高校生の場合は父母又はこれに代わる者 

２人目：本人と別生計で、返還能力を有する者（同居親族は不可） 
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ム 

学校 

１２ 勤務対象となる南魚沼市内の医療機関等                  

ア 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第１項の規定による許可を受けた病

院であって病床数が２００床未満の病院 

イ 医療法第７条第１項の規定による許可を受けた精神病床を８０パーセント以上有

する病院 

ウ 医療法第１条の５第２項に規定する診療所 

エ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条各項及び同条の２各項に規定する

施設及び事業所 

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５条に規定する障害福祉サービスを行う事業所 

カ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人ホー 

キ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校、中学校及び特別支援 

ク 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

ケ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（ク

に規定する認定こども園を除く。） 

コ 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う施設 

サ 児童福祉法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所 

シ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業を行う施設 

ス 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業を行う施設 

※南魚沼市内で看護師として勤務可能なほぼすべての事業所（病床数が２００未満の病 

院、診療所、障害福祉サービス事業所、介護保険事業所、保育園、幼稚園、認定こど

も園、小学校、中学校、総合支援学校など）が対象となっています。 
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１３ 申請先・問い合わせ先                          

〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 

南魚沼市役所 本庁舎 南分館 健康推進課（旧保健課） 

電話：025-773-6811 

E-mail：hokengyomu@city.minamiuonuma.lg.jp  


